
国立大学法人愛媛大学（法人番号 9500005001934）の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事
法人の長と同じ

理事（非常勤）

監事
法人の長，理事と同じ

監事（非常勤）
理事（非常勤）と同じ

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容

  ②  令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　愛媛大学の主要事業は教育・研究である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法人、国家
公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研
究機関のうち、常勤職員数（愛媛大学は２，５５４人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる以下の法人
を参考とした。
・国立大学法人山口大学・・・当該法人は，同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している（常勤職員
数２，６６６人）。公表資料によれば、平成３０年度の長の年間報酬額は１７，３３５千円、理事は１２，６８９千円～
１５，２４９千円、監事（常勤）は１２，２０４千円であった。

　愛媛大学においては、平成16年度より期末特別手当において、国立大学法人評価委員会が行う業績評価
の結果及び役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案し、学長が国立大学法人愛媛大学経営協議会
の議を経て、当該手当額を100分の10の範囲内で増減することができることとしている。

常勤の役員報酬支給基準は、国立大学法人愛媛大学役員給与規程に基づき、毎月支給
される報酬（俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当）及び６月と１２月に
支給される期末特別手当から構成されている。期末特別手当については、基準額（俸給＋地
域手当＋広域異動手当＋（俸給＋地域手当＋広域異動手当）×１００分の２０＋俸給×１００
分の２５）に６月に支給する場合においては１００分の1６７．５、１２月期に支給する場合におい
ては１００分の１７２．５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内におけるその者の在職期間に応
じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和元年度においては、給与法指定職の改定に準拠し、期末特別手当支給率の引
き上げ（年間０．０５月分）を行った。

非常勤の役員報酬支給基準は、国立大学法人愛媛大学役員給与規程に基づき、非常勤
役員手当（常勤役員の俸給を基に， 当該役員の勤務形態等を考慮して，学長が別に定め
る）のみで構成されている。

なお、令和元年度において、非常勤役員手当は、常勤役員の俸給を基に、当該役員の勤

務形態等を考慮して、決定することができるよう改定を行った（改定前は、手当の額に幅を設

け、その範囲内で決定することとしていた）。
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２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,522 12,420 5,102 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

13,034 9,132 3,751 150 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,899 9,816 4,032 50 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,899 9,816 4,032 50 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,872 9,816 4,032 24 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,753 8,472 3,941
1,355

840
144

（地域手当）
（単身赴任手当）

（通勤手当） ◇
千円 千円 千円 千円

5,254 3,530 1,714 10 （通勤手当） 8月31日
※

千円 千円 千円 千円

6,030 4,942 1,059 29 （通勤手当） 9月1日

千円 千円 千円 千円

1,550 1,550 8月31日

千円 千円 千円 千円

1,050 1,050 9月1日

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「前職」欄の「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。

D監事
（非常勤）

D理事

法人の長

役名

E理事

前職

B監事

A監事

就任・退任の状況

その他（内容）

C理事

A理事

B理事

C監事
（非常勤）
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）
該当者なし

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

愛媛大学は、「輝く個性で 地域を動かし世界とつながる大学」を創造することを理念に、地

域を牽引し、グローバルな視野で社会に貢献する教育・研究・社会活動を展開するという ビ

ジョンを掲げ、ビジョンを達成するための3つの戦略（「地域の持続的発展を支える人材育成

の推進」、「地域産業イノベーションを創出する機能の強化」、「世界をリードする最先端研究

拠点の形成・強化」）を学長のリーダーシップの下で推進している。
そうしたなかで、愛媛大学の学長は、職員数約２，５００名の法人の代表として、その業務を

掌理するとともに、校務を司り、所属職員を統括して、経営責任者と教学責任者の職務を同
時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬３，３３１万円と比較
した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額２，３３７万円と比べてもそれ以下と
なっている。

愛媛大学では､学長の報酬月額を法人化前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏
まえて決定しているが､学長の職務内容の特性は上記のとおり法人化前と同等以上であると
言え､これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

こうした職務内容の特性や民間企業、国家公務員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当であると考えられる。

理事は､「財務・人事マネジメント」､「教育」､「社会連携・企画」､「学術・環境」､「総務・施設」
の各担当分野の責任者として､学長を補佐し､本法人の業務を掌理する。

理事の年間報酬額は､人数規模が同規模である民間企業の専務取締役の報酬３，３４８万
円と比較した場合､それ以下である。

愛媛大学では､理事の報酬月額を法人化前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏
まえて決定しているが､理事の職務内容の特性は法人化前の副学長や部局長と同等以上で
あると言え､これまでの各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

こうした職務内容の特性や民間企業、国家公務員等との比較を踏まえると、報酬水準は妥

当であると考えられる。

監事は､法人の業務を監査し､監査結果に基づき必要があるときは学長又は文部科学大臣
へ意見を提出すること､学長又はその他代表権を有する役員との利益が相反する事項につい
ては法人を代表すること､財務諸表及び決算報告書を監査し監事意見を付することを業務とし
ている。

監事の年間報酬額は､人数規模が同規模である民間企業の取締役の報酬１，９２７万円と

比較した場合、それ以下である。
こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら

れる。

監事（非常勤）の業務内容は監事と同様であり、給与水準については、監事の報酬を基準
に業務量等を考慮して決定している。

こうした職務内容の特性や民間企業との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えら

れる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、民間企
業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

１,７７２
(2,481)

5
(7)

5
(5)

8月31日 1
※

千円 年 月

該当者なし

注１：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。

　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

注２：監事については，役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を記載する

　とともに，括弧内に，役員在職期間に職員在職期間を通算した期間（「法人での在職期間」欄の

　括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として算出した金額を記載した。

５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事

監事

監事

法人の長

理事

監事
（非常勤）

法人の長

該当者なし監事
（非常勤）

該当者なし

該当者なし

　当該監事は、国立大学法人としての健全性を確保し、法人の使命である教育研究等の活性化、高等教育機関とし
ての大学の質の維持・向上に資するため、学長をはじめ関係者と十分な連携を図るとともに、監査基準及び監査手続
きに従い真摯に監査に取り組んだ。
　役員の業績評価率は，国立大学法人法第９条に定める国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員
としての在職期間における業績を総合的に勘案し，経営協議会の議を経て，学長が０．０から２．０までの範囲内で決
定することとしており、当該理事の業績評価率については１．０と決定した。

判断理由

法人での在職期間

愛媛大学においては、平成16年度より期末特別手当において、国立大学法人評価委員会が行う業績評価

の結果及び役員としての業務に対する貢献度を総合的に勘案し、学長が国立大学法人愛媛大学経営協議会の

議を経て、当該手当額を100分の10の範囲内で増減することができることとしている。

在職期間における法人及び個人の業績などを考慮すると、役員の退職手当の水準は妥当であると考える。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

本学の給与水準を検討するにあたって､他の国立大学法人等､国家公務員のほか､平成31年職種別民間給
与実態調査によるデータのうち､企業規模別・職種別平均支給額を参考にした。
（１） 国立大学法人山口大学・・・当該法人は､教育・研究等事業内容において類似する国立大学法人であ

り､法人規模においても同等（常勤職員数2,666人）となっている。
（２） 国家公務員・・・平成31年国家公務員給与等実態調査において､国家公務員のうち行政職俸給表

（一）の平均給与月額は411,123円､医療職俸給表（三）の平均給与月額は352,289円となっている。

なお､人件費管理については、大学教員にあっては、平成28年4月より、従前の定員管理を廃止し、人件費
ベース（ポイント制）での管理を行い、柔軟な人員配置による教育・研究サービスの向上に努めた。さらに年俸
制の導入を促進し、業績に応じた給与制度の充実を図る。また、附属病院にあっては、医療サービスと収益の
向上の最適化を図るよう人件費配分を行う。さらに、間接部門（事務組織）にあっては、職員の能力向上と業務
の効率化、合理化を図り、人件費の適正管理に努める。

昇給､昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては､人事評価制度に基づく評価結果等を考慮し
ている。なお､平成２６年１１月から導入を開始した大学教員への年俸制においては､業績給を設けている。月
給制における業績給に相当する勤勉手当は給与支給総額の約11％程度であるが､年俸制における業績給は
全体の約26％であり､職員の実績に応じたメリハリのある給与制度としている。

◎給与制度の内容
（月給制）

国立大学法人愛媛大学職員給与規程に則り、職員の給与は，基本給，諸手当及び賞与とし，次の各号に
掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、俸給、俸給の調整額及び教職調整額とする。
(2) 諸手当は、管理職手当、文部科学省実務研修生手当、地域手当、広域異動手当、扶養手当、住居

手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、入試業務手当、職務付加手当、専門看護師手当・
認定看護師手当、栄誉教授手当、専門薬剤師手当・認定薬剤師手当、テニュア講師手当・テニュア
助教手当・テニュア助教相当手当、初任給調整手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、附属
学校教員特別手当、産業教育手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は，６月と１２月に支給し、期末手当及び勤勉手当とする。
賞与のうち、期末手当については、期末手当基準額（基本給＋扶養手当＋これらに関する地域手当、

広域異動手当＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に100分の130（特定幹部職員は100分の110）を乗
じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋これに対する地域手当、広域異動手当＋役職段階
別加算額＋管理職加算額）に、人事評価に基づき決定される成績率及び基準日以内６箇月の期間にお
けるその者の勤務期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

（年俸制（特定職員対象））
国立大学法人年俸制適用職員給与規程に則り、特定職員（主に外部資金等により雇用される任期付職員）

のうち年俸制を適用する者の給与は基本年俸及び諸手当とする。
諸手当は、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当，入試業務手当，栄誉教授手当、時間外勤務手当、
休日勤務手当及び夜勤手当とする。
なお、賞与は支給しない。

（年俸制（承継職員対象））

国立大学法人愛媛大学年俸制教員給与規程に則り、承継職員である者のうち、年俸制を適用する教員の

給与は、年俸及び諸手当とする。
(1) 年俸は基本年俸と業績年俸とする。
(2) 諸手当は、管理職手当、地域手当、広域異動手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、

特殊勤務手当、入試業務手当、職務付加手当、栄誉教授手当、テニュア講師手当・テニュア助教手当
・テニュア助教相当手当、初任給調整手当、宿日直手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当
及び俸給の調整額とする。

(3) 業績年俸は、基準額（基本年俸の12分の1＋これに対する地域手当，広域異動手当＋役職段階別加
算額＋管理職加算額）に、業績評価に基づき決定される業績評価率及び基準日以内6箇月の期間に
おけるその者の勤務期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1765 43.2 6,492 4,700 53 1,792
人 歳 千円 千円 千円 千円

369 42.7 5,447 3,961 64 1,486
人 歳 千円 千円 千円 千円

702 50.1 8,472 6,080 45 2,392
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

455 34.9 4,724 3,461 49 1,263
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

46 44.6 7,130 5,235 55 1,895
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 43.1 6,954 5,107 58 1,847
人 歳 千円 千円 千円 千円

150 36.3 4,835 3,545 67 1,290
人 歳 千円 千円 千円 千円

人員

教育職種
（附属高校教員）

区分

技能・労務職種

令和元年度の年間給与額（平均）

常勤職員

うち賞与うち所定内

医療職種
（病院医師）

総額

その他医療職種
（看護師）

平均年齢

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

◎令和年度における主な改定内容
➀年俸制を除く各俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げ（平均改定率0.1%、4月から）
②勤勉手当の支給率について、年間0.05月分の引き上げ
③扶養手当について、以下のとおり支給額を改定（4月から）
配偶者(内縁関係を含む)、 満 22 歳に達する日以後の最初の3 月 31 日までの間にある孫、満 60 歳以上

の父母及び祖父母、満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある弟妹及び重度心身障害者
を対象者とする支給月額を一般職員Ⅰ俸給表８級相当及び一般職員Ⅰ俸給表９級以上の職員については
3,500 円

④特殊勤務手当の支給対象者に、人権センター調査チームに指名された職員を追加（4月から）。

１件につき、代表者30,000円、その他20,000円。

⑤職務付加手当の支給対象者に、人権センター相談員（月額3,000円）を追加（4月から）
⑥年俸制（承継職員対象）の業績給にかかる標準（Ｂ）の業績評価率を100分の2.5引き上げ
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人 歳 千円 千円 千円 千円

66 38.1 3,413 2,945 55 468
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 49.7 3,064 2,210 61 854
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 46.3 3,972 3,008 43 964
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 28.7 3,463 3,463 24 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 46.9 3,519 2,575 140 944
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 39.8 3,638 2,658 111 980

注１：在外職員、任期付職員及び再任用職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注２：常勤職員の「技能・労務職種」とは、自動車運転手、医療機器操作員等を示す。
注３：常勤職員の「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注４：常勤職員の「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。

注６：常勤職員の「教育職種（大学教員）」には、特定教員（注８）、病院教員（注９）及び寄附講座等教員（注10）を含む。

注12：非常勤職員の「医療職種（病院医師）」とは、医員及び研修医を示す。

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医師）

非常勤職員

注８：「特定教員」とは、外部資金により雇用する者で、特定のプログラム、プロジェクト等に従事する任期付きの教員をい
      う。

注11：常勤職員の「技能・労務職種」，「その他医療職種（看護師）」及び非常勤職員の「教育職種（大学教員）」について
　　 は，該当者が２人以下のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから，区分以外は記載せず，全
　　 体の数値からも除外している。

教育職種
（大学教員）

注10：「寄附講座等教員」とは、寄附講座及び寄附研究部門規程の規定に基づき雇用する寄附講座又は寄附研究部門
      を担当する任期付きの教員をいう。

医療職種
（病院医療技術職員）

注９：「病院教員」とは、研究拠点形成費補助金、大学改革推進等補助金及びその他国、独立行政法人等の補助金並
      びに寄附金等の外部資金（以下「外部資金」という。）又は病院収入により雇用される者で、医学部附属病院におい
      て教育研究及び診療に従事する任期付きの教員をいう。

事務・技術

注５：常勤職員の「事務・技術」には、特定技術職員（注７）を含む。

注７：「特定技術職員」とは、外部資金又は病院収入により雇用される者で、専門的な知識又は特殊な技能を要する業
     務及び資格免許を必要とする業務に従事する任期付きの職員をいう。
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［年俸制適用者］

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 45.8 8,478 6,103 48 2,375
人 歳 千円 千円 千円 千円

67 45.8 8,478 6,103 48 2,375

人 歳 千円 千円 千円 千円

75 48.7 4,134 4,134 53 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 43.7 2,797 2,797 49 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 34.2 3,467 3,467 20 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 56.4 4,849 4,849 69 0
人 歳 千円 0 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 63.0 3,367 3,367 118 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 63.0 3,367 3,367 118 0

注１：在外職員及び非常勤職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。
注２：医療職種（病院医師）及び医療職種（病院看護師）については、該当する職種がないため省略した。

区分 人員 平均年齢
令和元年度の年間給与額（平均）

総額

注３：「教育職種（特定教員等）」には、特命教員（注６）及び寄附講座等教員（注７）を含む。

うち所定内 うち賞与

常勤職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員

事務・技術

注４：「特定研究員」とは、特定のプログラム、プロジェクト等に従事する任期付きの研究員をいう。

特定研究員

教育職種
（特定教員等）

注５：「特定教員」とは、外部資金により雇用する者で、特定のプログラム、プロジェクト等に従事する任期
     付きの教員をいう。
注６：「特命教員」とは、知識、経験等に基づき、当法人の長が特に必要とする教育研究及びこれに関連
　　　する業務に従事する任期付きの教員をいう。
注７：「寄附講座等教員」とは、寄附講座及び寄附研究部門規程の規定に基づき雇用する寄附講座又は
　　　寄附研究部門を担当する任期付きの教員をいう。

教育職種（大学教員）

再任用職員

事務・技術
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　　　　　・　課　　長 30 54.7 7,667

　　　　　・　係　　長 126 44.6 5,635

　　　　　・　主　　任 61 40.5 4,750

　　　　　・　係　　員 93 32.1 3,958

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

代表的職位

　　　　　・　教　　授 255 56.0 9,941

　　　　　・　准 教 授 261 48.8 8,069

　　　　　・　講　　師 57 45.5 7,651

　　　　　・　助　　教 124 42.5 6,542

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

代表的職位

　　　　　・　看護師長 25 50.1 6,312

　　　　　・　副看護師長 46 43.4 5,652

　　　　　・　看護師 379 32.6 4,411

④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

49.5 49.8 49.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 50.5 50.2 50.3

％ ％ ％

         最高～最低 55.1 ～ 43.7 53.6 ～ 44.9 53.0 ～ 44.3

％ ％ ％

58.4 57.1 57.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 42.9 42.3

％ ％ ％

         最高～最低 46.4 ～ 37.3 47.5 ～ 39.0 46.9 ～ 38.4

一般
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

千円

平均年齢分布状況を示すグループ

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（最高～最低）
人員

8,499～6,163

6,684～4,101

年間給与額

6,372～4,018

5,366～2,896

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

     12,674～7,943

9,759～6,096

9,034～5,793

7,574～5,501

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

6,748～5,546

6,390～4,533

6,458～3,292

区分

管理
職員
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（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.9 49.2 50
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.1 50.8 50

％ ％ ％

         最高～最低 55.3 ～ 40.1 55.8 ～ 41.4 53.9 ～ 40.8

％ ％ ％

58.4 56.9 57.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.6 43.1 42.4

％ ％ ％

         最高～最低 46.4 ～ 38.1 53.6 ～ 38.0 49.7 ～ 38.8

（医療職員（病院看護師））

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ ～

％ ％ ％

57.8 56.4 57.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.2 43.6 42.9

％ ％ ％

         最高～最低 46.4～36.6 47.5～38.5 46.9～37.9

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注：医療職員（病院看護師）における管理職員は１人のため，当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から記載していない。

区分

区分

管理
職員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

（文部科学大臣の検証結果）
　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水
準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　81.0
・年齢・地域勘案　　　　　　89.8
・年齢・学歴勘案　　　　　  79.7
・年齢・地域・学歴勘案　　  89.2
（参考）対他法人            92.8　　　　　　　

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員に比べ低い給与水準であり、問題ないと考える。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　33％】
（国からの財政支出額15,137,992千円、支出予算の総額45,342,619千円：令和元年
度予算）
【累積欠損額　0円（平成30年度決算）】
【管理職の割合　1.3％（常勤職員数457名中6名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　82.7％（常勤職員数457名中378名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給額の割合　29.8％】
（支出総額　43,810,958千円、給与・報酬等支給総額　13,065,899千円：平成30年度
決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　本法人の常勤の事務・技術職員のうち大卒以上の高学歴者の占める割合は82.7%
であり、国家公務員行政職俸給表（一）適用者の58.4%（平成31年国家公務員給与
等実態調査）に比べ高い割合であるが、給与水準における国家公務員との比較指
標では81.0と下回っている。
　なお、国からの財政支出額の本学の予算総額に占める割合は33％であり、また、
累積欠損は生じていないことから、適正な水準を維持していると思われる。

講ずる措置 引き続き適正な給与水準の確保に努める。

２人 ５人
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○医療職員（病院看護師）

○　教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 90.0

       （注） 上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和元年度

           の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　　   　　　 なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））

　  　　　  　との給与水準（年額）の比較指標である。

４　モデル給与
（扶養親族がいない場合）

○事務・技術職員

　・22歳（大卒初任給）

　　  月額　182,200円　　年間給与　2,995,000円

　・35歳（主任）

　　  月額　258,800円　　年間給与　4,312,000円

　・50歳（副課長）

　　  月額　362,800円　　年間給与　6,125,000円

○教育職員（大学教員）

　・２７歳（博士課程修了初任給）

　　  月額　291,400円　　年間給与　4,790,000円

　・35歳（助教）

　　  月額　341,700円　　年間給与　5,693,000円

　・50歳（准教授）

　　  月額　477,200円 　 年間給与　8,057,000円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円） を支給

（文部科学大臣の検証結果）
　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与水
準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　  95.1
・年齢・地域勘案　　　　　　98.5
・年齢・学歴勘案　　　　　　92.6
・年齢・地域・学歴勘案　　　97.7
（参考）対他法人            95.1　　　　　　　　　　　

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員に比べ低い給与水準であり、問題ないと考える。

　給与水準の妥当性の
　検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　33％】
（国からの財政支出額15,137,992千円、支出予算の総額45,342,619千円：令和元年
度予算）
【累積欠損額　0円（平成30年度決算）】
【管理職の割合　0.1％（常勤職員数739名中1名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　47.8％（常勤職員数 739名中353名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給額の割合　29.8％】
（支出総額　43,810,958千円、給与・報酬等支給総額　13,065,899千円：平成30年度
決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　本法人の給与制度は国家公務員に準じており､対国家公務員指数は95.1と概ね
適正であると考える。
　なお、国からの財政支出額の本学の予算総額に占める割合は33％であり、また、
累積欠損は生じていないことから、適正な水準を維持していると思われる。

講ずる措置 引き続き適正な給与水準の確保に努める。
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５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

平成26年11月から導入を開始した大学教員への年俸制においては､業績給を設けている。月給制における業績

給に相当する勤勉手当は給与支給総額の約11％であるが､年俸制における業績給は約26％を占めており､職員の

実績に応じたメリハリのある給与制度としている。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注２：「非常勤役職員等給与」の金額は、寄附金、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員

　　　　に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「１８役員及

　　　　び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

注３：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上

 　　　　している。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
22,180,935 22,484,407 22,613,03422,376,846

2,680,623 2,723,530 2,796,950 2,840,862

退職手当支給額
1,266,600 1,109,132 1,079,064 987,610

非常勤役職員等給与
5,493,307 5,727,464 5,542,494 5,755,475

12,740,405 12,816,720 13,065,899 13,029,087

　　　　　　　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29 年11 月17 日閣議決定）に基づき、
　　　　　 平成30年1月1日から、役員及び職員の退職手当について、規程上設けられている「調整率」を
　　　　　 83.7/100に引き下げた。

区　　分

給与、報酬等支給総額

給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について，対前年度比を示し，その増減要因の説明

①給与、報酬等支給総額 ・・・・・・ 対前年度比 －0．3％

説明：人事院勧告に基づき俸給及び勤勉手当を引上げたが，教員人件費の削減等を実施して
いるため，36,812千円の減額となった。

②最広義人件費 ・・・・・・・・・・・・・ 対前年度比 ＋0．6％

説明：退職手当支給額は､退職者数の減少により､91,454千円の減となった。
非常勤役職員等給与は，医療サービス体制を充実させるため看護師を増員し，
また研究支援体制を充実させるため研究補助員を増員したことなどにより，
212,98１千円の増となった。
福利厚生費は，介護保険料等の事業主負担増等により､43,912千円の増となり，
最広義人件費は，128,62７千円の増額となった。
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